
   

 

 

 

 

 

 

平成 3 0年４月 2 6日 

６ 月 ９ 日 
愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて 

 

①役所職員をかたり 

・保険料の払戻金が 

24,531円あります 

・手続きは今日までＡＴＭで行えます 

・後ほど銀行から電話があります 

 

【振込制限(限度額０円)設定】 

・70歳以上 

・一定期間ＡＴＭでの振込実績がない 

 

 

②銀行をかたり 

・●●のＡＴＭで手続きできます 

・順番に手続きをしているので 

■■時にＡＴＭに行ってください 

・ＡＴＭに着いたら 

「080-****-****」に電話してください 

【振込制限(限度額０円)設定対象外】 

振込手続は止まりません!! 

 

万一に備えて 

ご自身で振込限度額を 

引き下げる手続きが必要です 

■振込制限設定対象外の年代

が狙われています！ 

振込手続を強制的にストップ!! 

 

 
 

【被害阻止事例】 

 本年３月、７０歳代の女性宅に、区役所職員をか

たる男から「医療費の還付金がある。あなたの口座

に振り込みたい。銀行口座はありますか。」と電話が

あり、指定されたＡＴＭコーナーに赴き電話したと

ころ、銀行職員をかたる男が出て、指示されたとお

りＡＴＭを操作したが、女性名義の口座が「振込制

限設定」の対象口座になっていたため、手続きエラ

ーとなり被害に遭いませんでした。 

地方銀行、信用金庫、信用組合、ＪＡ等で振込の上限額を

一律０円または少額に設定する対策が実施されています 


